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解散の事由が、農業保険法第 65 条第 1項の１から４による場合。 

  農業保険法第 65 条第 1 項 

   １ 総会の議決 

   ２ 農業共済の合併（合併により当該農業共済組合が消滅する場合に限る。） 

   ３ 破産手続開始の決定 

   ４ 第 212 条第３項の規定による解散の命令 
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